
機械及び装置（プロセッサ）購入一般競争入札公告 

 

次のとおり機械及び装置（プロセッサ）購入について一般競争入札に付します。 

 

令和８年５月２５日 

 

公益財団法人 愛知県林業振興基金 

理事長   野田 俊昌 

 

１ 件名 

  高性能林業機械（プロセッサ）の購入 

２ 調達内容 

 （１） 物件名、仕様及び数量 

 プロセッサ イワフジ工業株式会社製 ＧＰ－３５Ｂ 

 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ日立建機製 ＺＸ１３５ＵＳ－６ （別紙仕様） １台 

（２） 納入期限 

令和９年２月１７日（水） 

（契約期間 契約締結の日から令和９年２月１７日まで） 

（３） 納入場所 

公益財団法人愛知県林業振興基金の指定した場所（愛知県内） 

（４） 入札方法 

落札に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する

金額を加算した金額（当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の

110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 

２  競争参加資格 

（１） 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167 条の４の規程に該当しない

者であること。 

（２） 物品の製造等に係る愛知県競争入札参加資格者名簿の業務（大分類）「製造・

販売」のうち、営業種目（中分類）「機械・器具」、取扱内容（小分類）「各種産

業機械」に登録されている者であること。 

（３） 愛知県内に本店・支店又は営業所等を有すること。 

（４） 高性能林業機械又はそれに類する機械の販売及び点検・修理の実績があること。 

（５）現在、愛知県内において農林水産省の機関及び愛知県から物品・役務契約に係

る指名停止の措置等を受けていないこと。 

 



 

３ 入札書の提出場所等 

（１） 入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問合せ先 

公益財団法人 愛知県林業振興基金 

愛知県名古屋市中区丸の内三丁目５番１６号 

愛知県林業会館２階（郵便番号 460-0002） 

  電話(052)953-3608 

（２） 入札及び開札の日時及び場所 

令和８年６月１０日（水）午前１０時３０分から 

愛知県林業会館２階研修室 

その他 

（１） 入札保証金 

無 

（２） 契約に係る指名停止等に関する申立書の提出 

  別紙「契約に係る指名停止等に関する申立書」を提出すること。当該申立書の提出

のない者は入札に参加することはできません。 

（３） 入札の無効 

次に掲げる入札は、無効とします。 

ア 入札参加者の資格を有しない者のした入札 

イ 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札 

ウ 入札に際して連合等による不正行為があった入札 

 エ 同一事項の入札に対し二以上の意思表示をした入札 

 オ 記名及び押印のない入札 

カ 入札書の記載事項が確認できない入札 

  キ その他契約担当者があらかじめ指示した事項に違反した入札 

（４） 契約書作成の要否 

要（別添） 

（５） 落札者の決定方法 

予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とし

ます。 

（６） 再入札の実施 

予定価格に達しない場合は、2 回を限度としてただちに再入札を行います。 

 

 

 

 

 



（別紙仕様） 

日立建機(株)ＺＸ１３５ＵＳ－６ 

 ・ブレード付 

 ・増量カウンターウエイト 

 ・トラックアンダーカバー 

 ・補強旋回体カバー 

 ・キャブフロントガード 

 ・ヘッドガード 

 ・アーム補強 

 ・ＡＴＴ配管 

 ・消火器 

 ・名称記入「公益財団法人愛知県林業振興基金（番号）」 

記入場所、番号は別途指定 

・事業名記入「令和７年度次世代林業基盤づくり事業」 

  記入場所は別途指定 

・輸送費 １式 

イワフジ工業(株) グラップルプロセッサ ＧＰ－３５Ｂ 

・第２アーム 

・鉄輪仕様 

 



 

 

別記様式第 10 号（第 24 第２項第２号関係） 

 

契約に係る指名停止等に関する申立書 
 

年 月 日   

 

公益財団法人愛知県林業振興基金理事長 様 

 

所  在  地 

商号又は名称 

代表者氏名  

 

当社は、貴殿発注の物品・役務契約の競争参加に当たって、当該契約の履行

地域について、現在、農林水産省の機関から物品・役務契約に係る指名停止の

措置等を受けていないことを申し立てます。 

また、この申立てが虚偽であることにより当方が不利益を被ることとなって

も、異議は一切申し立てません。 

 

 

（注１）この申立書において、農林水産省の機関とは、本省内局及び外局、施設等機関、

地方支分部局並びに農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センターをいう。 

ただし、北海道にあっては国土交通省北海道開発局、沖縄県にあっては内閣府沖

縄総合事務局を含む。 

（注２）「指名停止の措置等」の「等」は、公正取引委員会から、私的独占の禁止及び公

正取引の確保に関する法律に基づく排除措置命令又は課徴金納付命令を受けた者で

あって、その命令の同一事案において他者が農林水産省の機関から履行地域におけ

る指名停止措置を受けた場合の当該公正取引委員会からの命令をいう。 

なお、当該命令を受けた日から、他者が受けた指名停止の期間を考慮した妥当な

期間を経過した場合は、この限りでない。 


